
令和３年第４回取手市議会定例会議事日程（第１号）

令和３年１１月３０日（火）午前１０時開議

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 議案第８０号 令和３年度取手市一般会計補正予算（第１３号）

日程第５ 議案第５６号 取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について

議案第５７号 取手市立市民会館の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について

議案第５８号 取手市立障害者福祉センターつつじ園の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例について

議案第５９号 取手市立障害者福祉センターふじしろの設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例について

議案第６０号 取手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

議案第６１号 取手市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

議案第６２号 取手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

議案第６３号 取手市営住宅条例の一部を改正する条例について

議案第６４号 取手市手数料条例の一部を改正する条例について

議案第６５号 市道路線の認定について

議案第６６号 市道路線の変更について

議案第６７号 市道路線の廃止について

議案第６８号 指定管理者の指定について

議案第６９号 指定管理者の指定について

議案第７０号 指定管理者の指定について

議案第７１号 指定管理者の指定について

議案第７２号 指定管理者の指定について

議案第７３号 指定管理者の指定について

議案第７４号 指定管理者の指定について

議案第７５号 指定管理者の指定について

議案第７６号 令和３年度取手市一般会計補正予算（第１２号）

議案第７７号 令和３年度取手市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）

議案第７８号 令和３年度取手市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）

議案第７９号 令和３年度取手市介護保険特別会計補正予算（第２号）



日程第６ 請願第２６号 請願不採択の場合、理由を明文化することを求める請願

請願第２７号 取手市議会だより「ひびき」の議案賛否表記の変更を求め

る請願―会派毎の表記をやめて、個人名表記へ変更する―

請願第２８号 「気候危機回避のため原発に頼らず再生可能エネルギーを

柱とした脱炭素社会を目指す意見書」を国に提出すること

を求める請願

日程第７ 市政に関する一般質問

①鈴木 三男 議員

②染谷 和博 議員

③小堤 修 議員



地方自治法第１２１条により令和３年第４回定例会への出席を求めた者及び委任を受けた説明員

１．出席を求めた者
取 手 市 長 藤 井 信 吾

取 手 市 教 育 長 伊 藤 哲

取 手 市 農 業 委 員 会 会 長 倉 持 光 男

２．委任を受けた説明員

副 市 長 吉 田 雅 弘

総 務 部 長

選 挙 管 理 委 員 会 書 記 長
鈴 木 文 江

政 策 推 進 部 長 井 橋 貞 夫

財 政 部 長 牧 野 妙 子

福 祉 部 長 稲 葉 芳 弘

健 康 増 進 部 長 大 野 安 史

ま ち づ く り 振 興 部 長 野 口 昇

建 設 部 長 前 野 拓

都 市 整 備 部 長 齋 藤 嘉 彦

会 計 管 理 者

会 計 課 長 事 務 取 扱
倉 持 和 子

総 務 部 次 長

安 全 安 心 対 策 課 長 事 務 取 扱
斉 藤 理 昭

福 祉 部 次 長

障 害 福 祉 課 長 事 務 取 扱
加 藤 輝 代

福 祉 部 次 長

子 育 て 支 援 課 長 事 務 取 扱
飯 野 恵 久 子

ま ち づ く り 振 興 部 次 長

環 境 対 策 課 長 事 務 取 扱
石 塚 幸 夫

建 設 部 次 長

管 理 課 長 事 務 取 扱
森 田 正 和

都 市 整 備 部 次 長

都 市 計 画 課 長 事 務 取 扱
渡 来 真 一

総 務 部 総 務 課 長

選挙管理委員会書記長補佐
澤 部 慶

人 事 課 長 軽 部 幸 雄

情 報 管 理 課 長 大 久 保 益 雄

市 民 協 働 課 長 佐 藤 睦 子

市 民 課 長 稲 村 忠 弘

取 手 支 所 長 藤 原 敏 幸

藤 代 総 合 窓 口 課 長 金 子 秀 明

総 務 課 副 参 事 松 崎 剛

安全安心対策課副参事 鈴 木 和 彦

政 策 推 進 部 政 策 推 進 課 長 彦 坂 哲

秘 書 課 長 丸 山 博

魅力とりで発信課長 立 野 啓 司

文 化 芸 術 課 長 飯 山 貴 与 子

政 策 推 進 課 副 参 事 髙 中 誠

財 政 部 財 政 課 長 中 村 有 幸

管 財 課 長 鈴 木 正 美

公 共 施 設 整 備 課 長 原 部 英 樹

課 税 課 長 橋 本 直 樹

納 税 課 長 三 浦 雄 司

福 祉 部 社 会 福 祉 課 長 下 田 浩

高 齢 福 祉 課 長 秋 山 和 也

高 齢 福 祉 課 副 参 事 井 橋 久 美 子

障 害 福 祉 課 副 参 事 鈴 木 哲 也

健 康 増 進 部 健康づくり推進課長 樋 口 康 代

国 保 年 金 課 長 木 村 太 一

保 健 セ ン タ ー 長 助 川 直 美

ま ち づ く り

振 興 部

産 業 振 興 課 長 海 老 原 輝 夫

農 政 課 長 川 村 昭 彦

環 境 対 策 課

環 境 政 策 室 長
大 隅 正 勝

火葬場組合事務局長 牧 野 孝 浩

建 設 部 道 路 建 設 課 長 榎 根 本 嗣 郎

排 水 対 策 課 長 飯 塚 稔

水 と み ど り の 課 長 森 川 和 典

道 路 建 設 課 副 参 事 渡 辺 光 明

都 市 整 備 部 建 築 指 導 課 長 田 中 健 士

中心市街地整備課長 飯 竹 永 昌

区 画 整 理 課 長 浅 野 和 生

都 市 計 画 課

都 市 政 策 推 進 室 長
中 村 大 地

取 手 市 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長 小 池 健

取 手 市 代 表 監 査 委 員 石 橋 大 輔

取 手 地 方 公 平 委 員 会 委 員 長 大 峰 芳 樹



教 育 委 員 会 教 育 部 長 田 中 英 樹

教 育 参 事 森 田 哲 夫

教 育 次 長

教育総務課長事務取扱
大 手 勉 志

学 務 課 長 直 井 徹

保 健 給 食 課 長 大 野 篤 彦

指 導 課 長 大 越 茂

指 導 課 長

教育総合支援センター長
松 戸 孝 泰

生 涯 学 習 課 長 染 谷 和 之

子 ど も 青 少 年 課 長 香 取 美 弥

ス ポ ー ツ 振 興 課 長 豊 島 寿

図 書 館 課 長 長 塚 逸 人

ふ じ し ろ 図 書 館 長 蛯 原 雅 己

農 業 委 員 会 事 務 局 長 浜 野 彰 久

監 査 委 員 事 務 局 長

取 手 地 方 公 平 委 員 会 事 務 局 長
染 谷 久

消 防 本 部 消 防 長 秋 山 龍 司

次 長 小 林 良 一

総 務 課 長 仲 村 厚

予 防 課 長 齊 藤 正 己

警 防 課 長 岡 田 直 紀

取 手 消 防 署 長 石 島 良 夫

戸 頭 消 防 署 長 酒 井 靖

吉 田 消 防 署 長 福 田 義 久

椚 木 消 防 署 長 吉 田 大 祐



令和３年第４回取手市議会定例会会期日程

※新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した場合に備え、通常よりも長めの12月28日までを会

期としております。ただし、12月14日までに議了したときには、議決し、閉会する予定です。

日次 期 日 曜日 会 議 時 刻 議 事

１ 11／30 火 本会議 午前10時

開会、議案上程・提案理由説明

一部議案質疑・討論・採決、

請願上程・説明・質疑・付託

一般質問（鈴木・染谷・小堤議員）

２ 12／１ 水 本会議 午前10時
一般質問（入江・海東・久保田・石井・須田・

小池議員）

３ 12／２ 木 本会議 午前10時
一般質問（山野井・遠山・結城・細谷・落合・

加増議員）

４ 12／３ 金 本会議 午前10時 一般質問（根岸・関戸議員）

５ 12／４ ○土 休 会

６ 12／５ ○日 休 会

７ 12／６ 月 本会議 午前10時 議案質疑・付託

８ 12／７ 火 委員会 午前10時 総務文教常任委員会

９ 12／８ 水 委員会 午前10時 福祉厚生常任委員会

１０ 12／９ 木 委員会 午前10時 建設経済常任委員会

１１ 12／10 金 委員会 午前10時 一般会計決算・予算審査特別委員会

１２ 12／11 ○土 休 会

１３ 12／12 ○日 休 会

１４ 12／13 月 委員会 午前10時 議会運営委員会

１５ 12／14 火 本会議 午前10時 委員長報告・質疑・討論・採決

12／15

～12／27
休 会 議事整理日

２９ 12／28 火 本会議 午前10時 閉会



令和３年１１月１８日

取手市議会議長 殿

取手市議会議員 赤羽 直一

一部事務組合議会の報告

常総地方広域市町村圏事務組合議会について、議員として下記のとおり出席しまし

たので、その概要について報告いたします。

記

１．日時 令和３年 10 月 28 日

２．会議等名称 第２回定例会、第３回全員協議会

３．内容 別紙のとおり。



令和３年第２回定例会報告

１ 日 時 令和３年 10 月 28 日（木）午前 10 時から午前 11 時 40 分

２ 場 所 常総環境センター・啓発棟二階会議室

３ 出席議員 12 名（欠席０名）

４ 議決結果

事件の番号 案 件 結 果

議案第 10号 管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

について

【内容】

地方自治法の改正により、管理者等の損害賠償責

任の一部免責について条例で定めることができると

されたことに伴い、必要な事項を定める条例を制定

する。

主な内容は、地方自治法施行令に定める基準給与

年額に、役職に応じて定める数を乗じて得た額を損害

賠償責任の限度額とし、これらを超える額について

は、賠償の責任を免れることとするもの。

【質疑】

・なし

【答弁】

・なし

原案可決

議案第 11号 令和２年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会

計歳入歳出決算の認定について

【内容】

令和２年度一般会計決算は、収入済額 67億 4,489

万 6,869 円、支出済額 64 億 1,693 万 5,580 円で、歳

入と歳出の差引額３億 2,796 万 1,289 円を翌年度に

繰越した。

歳入の主なものは、関係市町負担金 54 億 9,099 万

５千円で、歳入全体の 81.4％を占めている。

歳出の主なものは、衛生費で環境センター運営管

理費及び指定廃棄物の管理費として 18 億 5,957 万

6,632 円、消防費で消防・救急業務に 28 億 3,553 万

1,454 円を支出した。

認 定



【質疑】

・昨年、令和元年度の決算認定の際、ごみを分別し、

資源としての利用など、ごみの焼却量を減らすこと

について、常総広域の市民と、各行政、広域事務組

合の連携を更に強めるよう求めましたが、一年を経

過して、どのような取り組みが行われてきたのか。

【答弁】

・ 構成４市とも 2025 年までに二酸化炭素排出実質

ゼロの取り組みを表明し、取手市では、取手市気候

非常事態宣言を宣言し、リデュース、リユース、リ

サイクルの３Ｒにリフューズ、不要なものは買わな

い、受け取らないを加えた４Ｒを推進している。

守谷市では更にリペア、修理を加えた５Ｒを推進

している。その他２市でも、ホームページや広報等

にて積極的にごみの分別、減量等についても啓発し

ている。

組合側でも、ホームページ及び広報紙等でＰＲを

行っている他、構成４市の市民を代表した環境セン

ター検討委員会においてもごみの分別の徹底と減

量をお願いしている。

【質疑】

・令和２年度の予算審議の際、プラごみの分別に努力

している市民の声を紹介し、不燃ごみの袋につい

て、２種類とするよう提案した。また、視覚障害者

の要望として、手でさわって判別できる袋について

提案したが、どのように検討されたか。

【答弁】

・ 不燃ごみ袋並びに視覚障害者に対応した指定ご

み袋の検討については、構成４市の衛生担当者会議

を経て、指定ごみ袋について様々なノウハウを持つ

指定ごみ袋の製造、卸し業者 17 者と会議を開き、

技術的に製造販売できることの確認を得ている段

階です。

今後、衛生担当課長会議を開催すると共に、要綱

の改正に向け動いている段階となっており、来年度

の早い段階で施行できるよう進めている。

【質疑】

・新型コロナ感染症の感染防止に係る国費の歳入合

計額はどの位になるのか。新型コロナ感染症の感染

防止に係る経費は、引き続き必要となるが歳入につ

いてどのように考えるか。



【答弁】

・歳入の新型コロナウイルス感染症の感染防止に係

る国費の歳入は無かった。今後の財源について

も、一部事務組合が対象となる国費が無いので、

一般財源による対応と考えている。

議案第 12号 令和３年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会

計補正予算（第１号）について

【内容】

歳入歳出それぞれ１億 6,799 万２千円を追加し、歳

入歳出総額 73 億 1,151 万７千円とする。

歳入では、国庫負担金を新設し緊急消防援助隊活動

費負担金を計上し、繰越金を増額する。

歳出では、消防費の総務費で熱海市の土砂災害への

緊急消防援助隊派遣に伴う活動費として、職員手当、

旅費、需用費及び備品購入費を増額する。また、常総

運動公園及び地域交流センターの管理運営について、

令和４年度からの２０年間で指定管理者を指定する

ため、債務負担行為を追加する。

【質疑】

・なし。

【答弁】

・なし。

原案可決

議案第 13号 工事請負変更契約の締結について

【内容】

変更の内容は、多目的トイレの設置と玄関を両開

き戸から両引き戸へ変更し、段差解消のためスロー

プの設置、並びに外壁、シーリング、休憩室等の改

修工事を追加し、契約金額を増額する。

【質疑】

・なし。

【答弁】

・なし。

原案可決

議案第 14号 指定管理者の指定について（常総広域障害者支援

施設）
原案可決



【内容】

常総広域障害者支援施設の指定管理者の指定の期

間が令和４年３月 31日をもって満了となるため、
令和４年４月１日以降の指定管理者について、専門

的知識があり入所者やその家族との信頼関係が良好

である社会福祉法人日本キングス・ガーデンを引き

続き常総地方広域市町村圏事務組合公の施設に係る

指定管理者の指定手続等に関する条例第５条第１項

第６号及び第７号の規定により選定した。

【質疑】

・なし。

【答弁】

・なし。

議案第 15号 指定管理者の指定について（常総運動公園及び常

総広域地域交流センター）

【内容】

令和４年４月１日以降における常総運動公園及び

常総広域地域交流センターの指定管理者の指定につ

いて、指定管理者選定委員会において常総アップサイ

クルパーク共同事業体を選定した。

【質疑】

・ 指定管理者代表団体のリバリューマネジメント

株式会社は、従業員２名だが、このような企業が総

合管理業務を行えるのか。今年の２月に設立された

会社だが、設立経緯について説明ください。

【答弁】

・ リバリューマネジメント株式会社は、当たるんで

すマーケティング株式会社という公営競技のマー

ケティング、地方自治体のコンサルティングなどを

行っている企業が出資している。この企業の代表者

が千葉の稲毛海浜公園でプールや美術館の管理を

行っていたノウハウを活かし、この地域の魅力を創

出していきたいということで会社を設立した。

・ 従業員２名で総合管理業務を行えるのかという

ことについては、選定委員会でも議論されたが、共

同事業体として、経営・財務状況から支障なく、管

理運営できるだろうという結果であった。

原案可決



令和３年第３回全員協議会報告

１ 日 時 令和３年１０月２８日（木）午前９時３０分

２ 場 所 常総環境センター・啓発棟会議室

３ 出席議員 １２名

４ 協議事項

⑴ 常総運動公園・常総広域地域交流センター管理運営事業者選定結果について

・ 運動公園と交流センターの指定管理者制度と運動公園の一部区域の公募設置管理制度

パークＰＦＩを併用して、一括管理運営する事業者を公募し、指定管理者選定委員会に

おいて候補者を選定した。

応募団体は、常総アップサイクルパーク共同事業体（Ａ社）とＢ社の２団体で、審査

の結果、初期投資を抑制し収支計画上リスクの低減が図られていた、資源の有効活用と

して既存施設及び緑を残し利用者を増やそうとする計画であった、スポーツにとらわれ

ず環境・防災・食・地域との関わりなどを子供たちが学ぶＳＤＧｓキャンプという新た

な取り組みが提案された、納付金の提案により組合の財政負担軽減が図られていた、堅

実な運営が期待できる提案であったということから、総合的に採点が高かった常総アッ

プサイクルパーク共同事業体を候補者とした。

常総アップサイクルパーク共同事業体のパークＰＦＩの提案概要は、現在の多目的広

場にキャンプ場、ゲートボール場にはドッグラン、現在の屋外プールの一部を活用した

プールパークと管理棟前にはバーベキュー場を設置する。特定公園施設は、プールの記

憶を継承し、緑を通じたコミュニティーガーデンとし、利便増進施設として、キャンプ

場の駐車場の一角にレンタサイクルポートを設置、体育館のエントランスに季節ごとに

異なる玩具を置いて子供が自由に遊べる、遊び場を設置する提案です。

【質疑】

・ 常総運動公園の地域は、常総環境センターも含め利根川の洪水ハザードマップの浸水

域にあるが、今回の運営管理事業事業者の選定にあたり検討はされたのか。事業者から

は、この点での意見は出されたか。

【答弁】

・ この地域は守谷市ハザードマップで、浸水想定区域ランク５メートルから 10 メートル

未満の区域域です。昨年度、実施したマーケットサウンディング調査の際にもハザード

マップを示し、民間事業者と対話をしたが、特に懸念されていなかった。ハザードマッ

プについては、公募要項において記載しているが、事業者から意見は無かった。

【質疑】

・ 事業収支計画の初期投資について、Ａ社は 5,925 万円だが、Ｂ社は２億 7,500 万円と

大きく異なる。事業者の取り組む姿勢の違いなのか。特定公園施設組合負担についてＢ

社がゼロ円なのはなぜか。



【答弁】

・ 初期投資の異なる点については、各事業計画の相違によるもの。特定公園施設組合負

担については、公募対象公園施設の売上げの一部を活用して、特定公園施設を整備して

いただく。整備にあたり事業者は、組合に対して上限 1,000 万円の費用負担を求めるこ

とができるが、Ｂ社は売上と自己負担により整備する提案のためです。

【質疑】

・ 年間利用者についてＡ社・Ｂ社はどのように推定しているか。審査結果の点数につい

て、審査項目ごとの点数は。付帯意見は公募要項に示されているのではないか。

【答弁】

・ 年間利用者は、Ａ社のパークＰＦＩに関しては、キャンプ場は 3,465 組を算定し、ド

ッグランは 3,877 組、プールパークは 1,938 組、バーベキュー場は１万 4,500 人、サイ

クルポートは 1,165 人、交流センターに関しては令和８年度には 10万 2,500 人を計画し

ている。Ｂ社のパークＰＦＩは、室内運動施設は 9,000 人、屋外球技場は 6,300 人、ス

ケードボードパークは１万 4,000 人、３エックス３コートは 700 人、バーベキュー・キ

ャンプ場は 1,000 人、カフェは４万 8,000 人を計画している。

審査結果の点数については、パークＰＦＩに関しては、100 点満点中Ａ社が 82 点、Ｂ

社が 77 点、指定管理者の運動公園に関しては、200 点満点中Ａ社が 159 点、Ｂ社が 153

点、指定管理者の交流センターに関しては、200 点満点中Ａ社が 162 点、Ｂ社が 151 点

でした。

付帯意見については、公募要項には、魅力向上ということで、本公園の更なる魅力向

上や賑わいの創出及び地域の活性化並びに公園利用者の利便性向上につなげるため、本

公園のポテンシャルを活かし、イベントの開催等本公園の活用に関する提案を期待する

とあり、選定委員会においてもこれを踏まえ、提案された内容に付帯意見として付した

ものである。

⑵ 守谷市との職員派遣基本協定書の締結について

・ 常総地方広域市町村圏事務組合職員の平均年齢は 50 歳を超える長高齢化を迎え、令和３年

４月現在の年齢構成は、20 歳代０人、30 歳代１人、40 歳代７人、50 歳代 14 人と非常に

偏った年齢構成となっている。

このような偏った年齢構成を是正し長期的・安定的な組合事業の運営を確保し、今後

の組合事業の展開と運営方式の見直しに柔軟に対応できる人員配置とするため、守谷市

と職員派遣基本協定を締結し継続的な職員の派遣を受けるものです。

【質疑】

・ 構成する４市でなく、守谷市と協定する理由についてお聞きしたい。このような問題

は、議決案件ではないのか。

【答弁】

・ 今後、長期的・安定的に人材確保をお願いするうえで、任命権者が一緒なので、組合

が求めている人材と守谷市で対応できる人材とのマッチングがスムーズに行くというと

ころで、守谷市と協定を結ぶもの。

こちらは、議決案件ではないが、どのようにすれば議決案件となるかは調査する。



⑶ 令和４年度常総環境センター最終処分計画について

・ 組合が現在利用している４箇所の最終処分場の内、令和３年度をもって埋め立て完了

となる(株)イバラキと埋め立て残存期間が迫るエコフロンティアかさまに代わる新たな

最終処分場１箇所とリサイクル業者２者を加え、ごみ処理事業の安定的な運営のため、

処分先を分散し計画する。

【質疑】

・ なし。

【答弁】

・ なし。

⑷ ホワイトシャッタープロジェクト事業に関する協定書の締結について

・ 当組合は、民間企業の社会貢献を通じて、消防業務に必要な装備の充実を図ることを

目的とする「ホワイトシャッタープロジェクト」事業を推進する、一般社団法人ＰＦＩ

開発支援機構と令和３年９月 28 日に協定を締結した。

この「ホワイトシャッタープロジェクト」とは、民間企業による消防・救急・防災現

場への支援事業で、協賛いただいた企業のロゴを消防車のシャッター部分に掲載するこ

とで、各自治体へは消防活動に必要な資機材が寄付される官民連携の取り組みとなる。

【質疑】

・ なし。

【答弁】

・ なし。



令和３年１１月２５日

取手市議会議長 殿

取手市議会議員 小池 悦子

一部事務組合議会の報告

龍ヶ崎地方衛生組合 について、議員として下記のとおり出席しましたので、その概要について

報告いたします。

記

１．日時 令和３年１０月２０日 令和３年１０月２９日

２．会議等名称 第３回 全員協議会 第２回 定例会

３．内容 下記のとおり。

〇１０月２０日 第３回全員協議会の内容

協議事項

１．令和3年第２回龍ヶ崎地方衛生組合議会定例会提出予定案件

議案第1号 龍ヶ崎地方衛生組合監査委員の選任について

議案第２号 令和２年度龍ヶ崎地方衛生組合一般会計歳入歳出決算について

議案第３号 令和３年度龍ヶ崎地方衛生組合一般会計補正予算（第１号）

議案第４号 令和４年度龍ヶ崎地方衛生組合分賦金割合について

報告第１号 令和２年度龍ヶ崎地方衛生組合一般会計継続費精算報告書について

２．稲敷・龍ヶ崎地方３組合の統合・複合化について

ア 構成市町村議会等への説明の顛末について

イ 稲敷・龍ヶ崎地方３組合統合・複合化（新組合設置）計画（素案）について

ウ ごみ処理の広域化・斎場事務の複合化について

３．その他

・行政視察はコロナ禍のため中止とする



〇１０月２９日 第２回定例会の内容

議事日程

１．議席の指定

２．会期決定の件

３．会議録署名議員の指名

４．議案第１号から議案第４号及び報告第１号

議案第1号 龍ヶ崎地方衛生組合監査委員の選任について

議案第２号 令和２年度龍ヶ崎地方衛生組合一般会計歳入歳出決算について

議案第３号 令和３年度龍ヶ崎地方衛生組合一般会計補正予算（第１号）

議案第４号 令和４年度龍ヶ崎地方衛生組合分賦金割合について

報告第１号 令和２年度龍ヶ崎地方衛生組合一般会計継続費精算報告書について

質疑：通告なし

討論：反対なし・賛成なし

採決：異議なし

５．一般質問：通告なし



令和３年１１月２５日

取手市議会議長 殿

取手市議会議員 入江 洋一

一部事務組合議会の報告

利根川水系県南水防事務組合議会について、議員として下記のとおり出席しました

ので、その概要について報告いたします。

記

１．日時 令和３年 11 月９日・11 月 10 日、11 月 22 日

２．会議等名称 福島県視察研修（２日間）、第２回定例会

３．内容 別紙のとおり。



利根川水系県南水防事務組合について報告いたします。

１１月９日１０日の両日、福島県に視察研修を実施しました。いわき市四倉防災緑地

は、津波被災地における複数の手法を組み合わせた「多重防御」による防災力の高いま

ちづくりが進められています。その一環で四倉小学校児童がオリーブを育て植樹しま

した。

Ｊヴィレッジは、原子力発電所事故収束拠点となった場所で収束と復興を支えた前

線基地でした。

東京電力廃炉資料館は、事故の記憶と記録を残し二度ととこのようなことを起こさ

ないための反省と教訓を伝承し、原子力事故を後世に伝えていく施設です。

福島第一原子力発電所・第二原子力発電所近くまではいけませんでしたが、特に第一

原子力発電所は、通行が規制され見ることもかないませんでした。また、近隣の脇道は

通行止めになっており幹線道路のみ工事関係とおぼしき車両や大型ダンプが雨の中走

っておりました。点在する住宅は、住民の姿はなく朽ち果てて見えました。

そのほか五浦美術館、東海村の原子力科学館を視察しました。

１１月２２日には、議会定例会が招集されました。議案は、令和２年度一般会計決算

と令和３年度一般会計補正予算の２議案です。

歳出削減され構成市の負担金減額がなされ３年目です。今年度、来年度ではさらに減

額された負担金になっております。補正予算は、減額分を財政調整基金繰入で補いまし

たので令和２年度からの繰越金を基金積み立てとするものです。

両議案とも全員賛成で可決されました。

コロナ禍の影響により稲敷広域組合と合同の水防訓練が２年連続で中止になりまし

た。来年度は、国土交通省や茨城県とともに「利根川水系連合水防演習」が取手市利根

川河川敷で実施される予定です。

以上報告いたします。



令和 3年１１月 29 日

取手市議会議長 殿

取手市議会議員 結城 繁

一部事務組合議会の報告

取手市外 2市火葬場組合議会について、議員として下記のとおり出席しましたので、その

概要について報告いたします。

記

１．日時 令和 3年 11 月 2 日

２．会議等名称 令和３年取手市外２市火葬場組合臨時会

３．内容 下記のとおり。

取手市役所議会棟大会議室におきまして、令和 3年取手市外２市火葬場組合議会臨時会

が開催されました。

今回の臨時会では、認定１号令和 2年度火葬場組合一般会計決算の認定について、及び

議案第 4号令和３年度取手市外２市火葬場組合一般会計補正予算（第一号）についての

審議がされました。

決算の認定では、管理者から提案理由の説明、決算書の内容説明に続き、監査委員から決

算審査報告がございました。その後、採決が行われ全員賛成により一般会計決算は原案ど

おり認定されました。令和 2年度の歳入決算額は、１億 6,170 万 9,206 円。歳出の決算額

は、１億 3,581 万 7,683 円となりました。

次に議案第 4号令和３年度一般会計補正予算も全員賛成で可決となりました。

令和 3年度一般会計補正予算は規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,189 万

1 千円を追加し、歳入歳出それぞれ１億 6,040 万 6,000 円とするというものです。

以上



取市発第３６８号

令和３年１１月２２日

取手市議会議長

齋 藤 久 代 殿

取手市長 藤 井 信 吾

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく専決処分について（報告）

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき，議会の議決により指定された市長の

専決処分事項として下記のとおり専決処分しましたので，同条第２項の規定により報

告します。

記

専決処分第１５号 損害賠償の額を定め和解することについて

専決処分第１６号 損害賠償の額を定め和解することについて

（事故後の対応）各案件の当事者である市職員に対しては，所属長から，作業中の安

全管理を徹底するよう指導しました。

専決処分第１７号 損害賠償の額を定め和解することについて

（事故後の対応）当該案件の当事者である市職員に対しては，安全運転管理者及び所

属長から，余裕を持った運転を心がけ，安全運転により一層努めるよ

うそれぞれ指導しました。



専決処分第１５号

専 決 処 分 書

損害賠償の額を定め和解することについて，地方自治法第１８０条第１項の規

定に基づき，議会の議決により指定された市長の専決処分事項として，次のとお

り専決処分する。

令和３年１１月１６日

取手市長 藤 井 信 吾

損害賠償の額を定め和解することについて

地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により，市が管理する

道路における除草作業中の事故による損害について，次のとおり賠償し，和解す

るものとする。

１ 相手方 ○○○○○○○○○○

○○○○○

２ 事故の概要

令和３年９月１４日午前１１時頃，取手市井野台地区の取手市道において，市

職員が草刈り機で除草作業をしていたところ，当該草刈り機で小石を飛ばしたこ

とにより，相手方の自宅の窓ガラスを破損したものである。

３ 損害賠償額 ３９，３８０円（過失割合 市１００：相手方０）



専決処分第１６号

専 決 処 分 書

損害賠償の額を定め和解することについて，地方自治法第１８０条第１項の規

定に基づき，議会の議決により指定された市長の専決処分事項として，次のとお

り専決処分する。

令和３年１１月１６日

取手市長 藤 井 信 吾

損害賠償の額を定め和解することについて

地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により，市が管理する

道路における除草作業中の事故による損害について，次のとおり賠償し，和解す

るものとする。

１ 相手方 ○○○○○○○○○○

○○○○○

２ 事故の概要

令和３年９月１４日午前１１時頃，取手市井野台地区の取手市道において，市

職員が草刈り機で除草作業をしていたところ，当該草刈り機で小石を飛ばしたこ

とにより，付近に駐車していた相手方所有の車両の左後方窓ガラスを破損したも

のである。

３ 損害賠償額 ２０１，５８２円（過失割合 市１００：相手方０）



専決処分第１７号

専 決 処 分 書

損害賠償の額を定め和解することについて，地方自治法第１８０条第１項の規

定に基づき，議会の議決により指定された市長の専決処分事項として，次のとお

り専決処分する。

令和３年１１月１７日

取手市長 藤 井 信 吾

損害賠償の額を定め和解することについて

地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により，自動車事故に

よる損害について，次のとおり賠償し，和解するものとする。

１ 相手方 ○○○○○○○○○○

○○○○○

２ 事故の概要

令和３年６月３０日午前１１時４５分頃，取手市小文間郵便局前の市道におい

て，市職員が同郵便局の駐車場に駐車するために公用車を後退させたところ，相

手方所有の車両が同駐車場から市道に出るために後退してきた。当該車両に気付

いた市職員が公用車を停止させたがそのまま接触し，当該車両を損傷したもので

ある。

３ 損害賠償額 ６５，８９０円（過失割合 市２０：相手方８０）



取 議 発 第 ８ ９ 号

令和３年１１月２９日

議員各位

取手市議会議長

齋 藤 久 代

議員派遣の件

地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１６７条第１項ただし

書きの規定により，下記のとおり議員を派遣したので報告する。

記

（１）

・派遣目的 茨城県市議会議長会定例会出席のため

・派遣場所 茨城県日立市

・派遣期間 令和３年 10 月 22（１日）

・派遣議員 齋藤久代（議長）

（２）

・派遣目的 全国市議会議長会第 225 回理事会・第 111 回評議員会合

同会議出席のため

・派遣場所 東京都千代田区

・派遣期間 令和３年 11 月 10 日（１日）

・派遣議員 齋藤久代（議長）

（３）

・派遣目的 全国市議会議長会全国大会参加のため

・派遣場所 東京都千代田区

・派遣期間 令和３年 11 月 24 日（１日）

・派遣議員 齋藤久代（議長）



取市発第３７４号

令和３年１１月２５日

取手市議会議長

齋 藤 久 代 殿

取手市長 藤 井 信 吾

議案添付資料の一部訂正について

令和３年１１月２２日付け取市発第３６６号にて送付した「議案第７６号 令和３

年度取手市一般会計補正予算（第１２号）」に添付した債務負担行為に関する調書及

び令和３年度補正予算（議案第７６号から議案第７９号まで）に添付した債務負担行

為補正資料の一部に誤記箇所がありましたので，別紙正誤表のとおり訂正してくださ

いますようお願い申し上げます。
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請 願 文 書 表

令和３年第４回定例会

受付

番号

受付

月日
件 名

請 願 者

（紹介議員）

付 託

委員会

２６ 11/18 請願不採択の場合、理由を

明文化することを求める請

願

取手市西２-15-12

小矢 勝義

（根岸裕美子）

議会運営

２７ 11/18 取手市議会だより「ひびき」
の議案賛否表記の変更を求
める請願―会派毎の表記を
やめて、個人名表記へ変更
する―

取手市西２-15-12

小矢 勝義

（根岸裕美子）

議会運営

２８ 11/19 「気候危機回避のため原発

に頼らず再生可能エネルギ

ーを柱とした脱炭素社会

を目指す意見書」を国に提

出することを求める請願

取手市ゆめみ野５－21－１

河村 敬子ほか 273 人

（根岸裕美子）

（関戸 勇）

建設経済



請願不採択の場合、理由を明文化することを求める請願

紹介議員 根岸裕美子

・請願趣旨

・取手市手引きによれば、請願内容を審査し、願意が妥当で、行政上の実現性があると判

断したものは「採択」とし、そうでないものは「不採択」と判断するものです。（令和

３年３月改定版 取手市議会事務局）

・現状、請願不採択の場合は、不採択の通知のみで、審議状況（賛否の議論）が見えませ

ん。聞こえません。理由を表明せずに不採択を選択している状況が慣習化しています。

その為、会議録を確認しても、なぜ不採択だったのか検証もできません。何故、不採択

かの理由が分からなければ、例えば請願内容をブラッシュアップすることもできません。

・昨今は、これまでのやり方が、通用しない事も多くなり、想定外の変化もある中で時代

の転換点を乗り越えるには、新たな発想が必要と思われます。

―請願不採択の場合、理由の明文化を求めます。―

・請願事項

１ 請願不採択の場合、その理由を明文化すること。

２ 判断根拠として箇条書にて明記すること。

３ 目標年度、令和５年度とする。

以上、地方自治法第124条の規定により請願いたします。

令和３年１１月１８日

請願者

住所 取手市西２-15-12

氏名 小矢 勝義

取手市議会議長 殿

請願 第２６号

受付 令和３年１１月１８日



取手市議会だより「ひびき」の議案賛否表記の変更を求める請願
―会派毎の表記をやめて、個人名表記へ変更する―

紹介議員 根岸裕美子

・請願趣旨

課題：議案賛否の表記が会派制となっている。

問題点：①選挙で個人を選んでいるのであって、会派を支持している訳ではない。

②運営をやり易くするための会派制であるならば、合意形成・是々非々も難しく

なる。

提案：会派毎の表記をやめて個人名表記へ

・請願事項

１ 議案賛否表記を変更すること。会派表記をやめて、個人名表記とすること。

２ 個人名表記は、議会の議席番号順とすること。

３ 目標年度、令和５年度とする。

以上、地方自治法第124条の規定により請願いたします。

令和３年１１月１８日

請願者

住所 取手市西２-15-12

氏名 小矢 勝義

取手市議会議長 殿

請願 第２７号

受付 令和３年１１月１８日



「気候危機回避のため原発に頼らず再生可能エネルギーを柱とした脱炭素社会
を目指す意見書」を国に提出することを求める請願

紹介議員 根岸裕美子 関戸 勇

・請願趣旨

世界は脱炭素社会へ向けて動き出しています。

化石燃料の大量消費により地球は温暖化し、私たちの大切な水資源、生態系、健康、食料供給、

そして気象災害など多種多様な分野に気候危機の影響を及ぼすと言われています。

気候危機を回避するためには、世界の平均気温の上昇を産業革命前に比べて1.5度以内に収めな

くてはいけません。地球温暖化の源である温室効果ガスの約92％はエネルギー起源で、二酸化炭素

の排出量はその約85％を占めています。そこで、気候危機を回避するためにはエネルギー対策が重

点となります。

第６次エネルギー基本計画案では、電源構成割合として、再生可能エネルギーが36～38％、化石

燃料による火力発電が41％、原子力発電が20～22％とされています。

しかし、世界の潮流は再生可能エネルギーが大きな柱となり100％を目指して動き出しています。

二酸化炭素を排出せず、地球の温度上昇を抑えることのできる再生可能エネルギー100％を目指し

て進めていく必要があると思います。

また、二酸化炭素排出削減策の一つとして原子力発電をあげていますが、原子力発電は本当に二

酸化炭素を排出しない発電方法と言えるのでしょうか。原発の資源であるウラン採掘現場やウラン

の純度を上げるための工程の中では、莫大な二酸化炭素を排出しています。

そして発生する使用済み核燃料、再処理、放射性廃棄物の処理・処分なども残された大きな課題

です。

2011年３月11日の東日本大震災での福島第一原子力発電所事故を経験し、原発は100％安全で

はないこと、事故が起これば被害は甚大であることを思い知りました。

原発に頼らずに、脱炭素社会を目指すべきだと考えます。

このままでは未来を生きていく子供たちの暮らしや生命に支障をきたしていくことは明らかで

す。私たちには、美しくかけがえの無い地球を良い状態で次の世代へ渡す責任があります。

以上のことを踏まえ、「気候危機回避のため原発に頼らず再生可能エネルギーを柱とした脱炭素

社会を目指す意見書」を国に提出することを求め、地方自治法第124条の規定により請願致します。

令和３年１１月１９日

請願者代表

住所 取手市ゆめみ野５－21－１

氏名 河村 敬子ほか273人

取手市議会議長 殿

請願 第２８号

受付 令和３年１１月１９日
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２ 染谷 ２ 海東 ２ 遠山 ２ 関戸

３ 小堤 ３ 久保田 ３ 結城 ３

４ ４ 石井 ４ 細谷 ４
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１

一般質問発言通告事項一覧表

１１月３０日（火） 令和３年第４回定例会

質問

順位
質 問 者 質 問 事 項 質 問 要 旨

答 弁 を

求める者

１ 鈴木三男

議 員

生産緑地について １ 特定生産緑地指定の手続き進捗状況

２ 買取り申出

３ 宅地化される生産緑地

４ 引下げ条例制定の効果

５ 生産緑地2022年問題

市 長

稲築堤工事について １ これまでの経緯と今回の工事

２ 古戸排水機場近辺100メートルは、先延ば

しされているが、どのように捉えているか

３ 古戸排水機場の樋管取換えの予定は

市 長

２ 染谷和博

議 員

迅速な救助支援を可

能にする共助システ

ムについて

１ 災害時に高齢や障がいなどの理由で自力

での避難が困難な方と地域の自主防災組織

などの支援者をマッチングする

市 長

障がい者手帳アプリ

について

１ コミュニティバスでの障がい者運賃適用

サービス

市 長

デジタル活用支援員

について

１ 進捗状況

２ 今後の方針

市 長

山王小・小規模特認

校教育プログラムに

ついて

１ 今年度の取組状況

２ 来年度の見通し

市 長

教 育 長

３ 小堤 修

議 員

市役所のデジタル化

について

１ ＤＸを踏まえた市のデジタル化

２ 新型コロナに伴うデジタル化

３ 職員の業務推進上のデジタル化

４ 市民の接遇に関するデジタル化

５ デジタル化の今後の政策的展望

市 長



２

１２月１日（水） 令和３年第４回定例会

質問

順位
質 問 者 質 問 事 項 質 問 要 旨

答 弁 を

求める者

４ 入江洋一

議 員

グリーンスローモビ

リティ実証調査結果

について

１ 利用実績

２ 利用者や事業者からの声

３ 今後の導入

市 長

５ 海東一弘

議 員

ごみ減量推進事業に

おける資源物の団体

回収について

１ 団体回収の目的

２ 現在までの課題等

３ 助成金単価の根拠

４ 特別奨励金等の検討

５ 今後の取組等

市 長

不法投棄等の対策に

ついて

１ 監視員の活動、連携

２ 防止に関する行事や啓発活動

３ 未然防止に向けた対応策等

市 長

６ 久保田真澄

議 員

特定妊婦等支援事業

について

１ 市では、特定妊婦を把握しているか

２ 把握する方法は（医療機関等）

３ どのような支援ができるのか

市 長

ＡＥＤの附属品に三

角巾を加えることに

ついて

１ 傷病者のプライバシーを守るため、三角巾

の配備を

市 長

緊急通報システムに

ついて

１ 緊急通報システムを設置している世帯数

２ 緊急通報システムが使われた件数

３ 固定電話のない方にも緊急通報システム

を

市 長

不安を抱える女性の

居場所「あんしんス

テーション」につい

て

１ 女性のいろいろな相談を受け付けるとこ

ろはどこになるか

２ 電話相談だけでなく、居場所、対面相談、

女性用品の配布等の取組

市 長

７ 石井めぐみ

議 員

スケートボード整備

について

１ 多世代が楽しめる施設整備

２ 桑原地区にスケートボードパークの整備

３ パークＰＦＩ

市 長

８ 須田光雄

議 員

通学路における危険

箇所と対策について

１ 今年度の状況

２ 今年度の成果と見込み

３ 次年度からの計画及び対策

市 長

教 育 長

高齢者の住みやすい

まちづくりについて

１ 自動車運転免許証を自主返納した方への

市としての取組

２ これからの補助制度

市 長



３

質問

順位
質 問 者 質 問 事 項 質 問 要 旨

答 弁 を

求める者

９ 小池悦子

議 員

国民健康保険につい

て

１ 継続的黒字財政の要因と44億円に上る基

金積立についての具体的分析

２ 都道府県単位化による影響と変化

３ 国保税賦課方式の２方式導入

４ 抜本的な国保税引下げと独自の減免制度

創設

市 長

生理用品無償配付に

ついて

１ 生理用品の無償配付の取組状況と今後

２ 公共施設や駅などへの生理用品設置を

市 長

教 育 長

投票率向上への新た

な取組について

１ 法の下の平等が保障された取組が充分に

行われているか

（１）期日前投票所を増やす

（２）投票日の投票時間を20時までにする

（３）選挙公報が告示日に手元に届く方法

（４）投票所のバリアフリ―整備

（５）移動投票所の取組

市 長

教 育 長

選管委員長



４

１２月２日（木） 令和３年第４回定例会

質問

順位
質 問 者 質 問 事 項 質 問 要 旨

答 弁 を

求める者

１０ 山野井 隆

議 員

国保基金について １ コロナ禍における経済対策として基金の

活用を求める

市 長

１１ 遠山智恵子

議 員

移動サービスについ

て

１ ＮＰＯボランティア任せではなく市の施

策として取り組むことを求めたいが、課題検

証を問う

２ 今後の取組

市 長

地域公共交通計画策

定について

１ 公共交通空白地に対する考えを問う

２ 市民参画型で計画策定に取り組むべきと

考えるが市の方針を問う

市 長

ごみの減量化に向け

た取組について

１ 「気候非常事態宣言」の中でも取り上げて

いるが、現状と課題を問う

２ プラ回収を毎週から隔週に変更して１年

が経過したが検証してどうか

３ 生ごみの資源化回収取組拡大

４ 粗大ごみ対策

５ ごみ減量化への今後の取組

市 長

樋管排水機場管理に

ついて

１ 現状課題を伺う

２ 小貝川に関して、今後の見通しと対策を問

う

市 長

１２ 結城 繁

議 員

取手駅周辺について １ 駅構内のバリアフリー化整備

２ 東西自由通路整備

３ 取手駅東西連絡通路（ギャラリーロード）

４ 東口喫煙所の進捗状況

市 長

産業振興について １ 小規模企業振興条例制定の進捗状況 市 長

定住支援事業につい

て

１ 魅力発信と交流人口の増加

２ 市では定住化に向けて様々な取組をして

いるが、その状況とこれからの取組

市 長



５

質問

順位
質 問 者 質 問 事 項 質 問 要 旨

答 弁 を

求める者

１３ 細谷典男

議 員

桑原地区と取手駅西

口地区の開発におけ

る課題と将来展望に

ついて

１ 都市計画における三者（地権者・事業者・

市）の利害関係と対応

２ 桑原開発

（１）リターンとリスク（取手市にとって開発

における負担＝リスクと開発後の税収な

ど＝リターンについて明らかにすること。

地権者、事業者のリターン・リスクに対し

てどのように考えるか）

（２）土地区画整理組合の設立に向けて対策の

強化（全庁的対応が必要）

３ 西口の区画整理

（１）難航している原因は何か（地権者に対し

て公平・公正な立場で交渉を行ってきた

か）

４ 西口開発（共同ビル）

（１）都市計画決定が遅れている原因は何か

（地権者のリスクは何か、区画整理の遅れ

が開発の遅れにつながる、令和７年の完了

は変わりないのか）

５ 共同ビルへの市の関わり

（１）市の施設配置と費用負担の考え方を明ら

かにすること

市 長

１４ 落合信太郎

議 員

１人１台タブレット

端末の活用について

１ 現時点での課題そして可能性

２ 不登校児童・生徒への活用状況

３ 活用の拡大（とりさた・相談など）

４ タブレット端末で、いじめを防ぐ取組

教 育 長

３歳５か月健康診査

における視覚検査に

ついて

１ 日本小児眼科学会の提言 市 長

押印の廃止による行

政手続きのオンライ

ン化について

１ 取組状況

２ 課題、今後の方針

市 長



６

質問

順位
質 問 者 質 問 事 項 質 問 要 旨

答 弁 を

求める者

１５ 加増充子

議 員

西口開発について １ 土地区画整理事業

（１）９月議会後の進捗状況と今後の計画

（２）駅前交通広場整備の課題

（３）事業計画の延伸は避けて通れない

（４）市は魅力ある都市空間づくりとの名目

で、市最重点課題として進める西口開発。

事業の遅れ・事業費膨張を繰り返す原因

と、市長の責任を問う

（５）駅前広場の完成へ地権者同意を得るため

の市長の誠実な対応を求める

２ 再開発事業

（１）再開発事業は「公共の福祉」が法の原則

であり、市民合意は不可欠であると考える

が

（２）ディベロッパーだけが潤う再開発事業見

直しを

市 長

市の脱炭素対策につ

いて

１ 「ＣＯＰ26」閉会にあたって、市の受け止

めは

２ 令和２年８月３日の「取手市気候非常事態

宣言」の具体策

（１）2013年度比温室効果ガス総排出量40％

にする目標の問題点と課題

（２）推進のための施策、特に再生可能エネル

ギー促進についての考え方、今後の具体的

な取組を問う

市 長



７

１２月３日（金） 令和３年第４回定例会

質問

順位
質 問 者 質 問 事 項 質 問 要 旨

答 弁 を

求める者

１６ 根岸裕美子

議 員

市学校給食の方針に

ついて

１ 学校給食の果たす役割と市の現状

２ 市学校給食の在り方を検討する場

教 育 長

学校環境における電

磁波の影響について

１ 電磁波の影響についての考え方

２ リスクを減らす対策

教 育 長

香害について １ 香害についての理解と啓発

２ 学校環境における香害の影響

市 長

教 育 長

１７ 関戸 勇

議 員

新型コロナウイルス

感染症、第６波の感

染に備えた対策につ

いて

１ 感染拡大を防ぐためにもＰＣＲ検査、抗原

検査（定量検査含む）を市独自で行うべき

２ ５歳～11歳を対象にしたワクチン接種の

実施について十分な対応をすべき

３ 中小企業や個人事業主を対象に更なる支

援を

４ 感染を防ぐ仕切り板(パーティション)を

公民館や福祉会館、集会所などに設置し活用

を図るべき

市 長

教 育 長

道路標示について １ 横断歩道や停止線など、道路標示が消えか

かっている場所が多くあるが、どのように把

握しているか

２ 市民からの情報提供への対応は

３ 県公安委員会（県警）が責任を持つ道路標

示の状況をどのように県に伝えているか

４ 市で管理する道路標示の塗り替えはどの

ような判断で行われているか

市 長

休耕田等の活用につ

いて

１ マコモダケ栽培の取組を 市 長


